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図 ３-５ 保健省・プロジェクト事務所の組織予定図（第 7 衛生地域事務所） 

 

２）目標及び成果（直接的効果） 

当ソフト・コンポーネントの目標は、第 7 衛生地域事務所によって、持続的に給水施設建設

が行われることにある。従って、当ソフト・コンポーネントを通じて、以下に示す目標を設定

し、成果が上がるように考慮する。各分野の成果については、短期的、中・長期的な成果、指

標および確認方法等をそれぞれ示した。今回の協力事業内では、日本側の投入によるソフト・

コンポーネントによって、短期的な成果が得られるが、中・長期的には相手側負担による実施

機関での確認が行われることになる。 
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目 標 成 果（直接的効果） 

◎ 第 7衛生地域による持続的な給水施

設建設が実施可能となる 
（資機材を有効に活用できる） 

◎実施機関へのソフト･コンポーネン

ト投入による結果、住民によって持続

的な給水施設の運営･維持管理が行わ

れる 

（第 7 衛生地域が） 
 井戸掘削を実施できるようになる 
 電気検層および揚水試験を実施できるようになる 
 給水施設建設を指導できるようになる 
 電気探査を実施できるようになる 
 機械整備を実施できるようになる 
（第 7 衛生地域が住民に対して） 
 水組合の形成、運営・維持管理について指導可能となる 
 衛生教育を実施可能となる 
 プラットフォーム製作を指導可能となる 

 

 

短期的効果の確認指標 中・長期的効果を示す指標 

 井戸掘削、電気探査、電気検層、揚水試験など

の実地試験による判定結果 
 プラットフォーム建設指導の実地試験による

判定結果 
 機材関係の設計図等の理解度の判定結果 
 維持管理指導の実態判定結果 

 
 衛生教育指導の実態判定結果 
 

 井戸本数の増加（井戸増加率） 
 電気探査記録、電気検層、揚水試験記録の蓄積 
 プラットフォーム数の増加 

 
 機材修理票の蓄積 
 活動履歴（維持管理費の支払い率、給水施設の

利用率とメンテナンス）による維持管理状況の

確認 
 井戸周辺での家畜管理、清掃回数 
 安全な井戸使用日数の増加 
 水因性疾患の減少 

 

３）導入分野 

目標及び成果を達成するために、ソフト・コンポーネントの導入分野は以下の通りである。 

① 井戸掘削（掘削指導） 

② 井戸掘削（掘削外作業指導） 

③ 機械整備 

④ 電気探査 

⑤ 運営・維持管理 

⑥ 衛生教育 

 

４）技術支援の実施 

技術支援の実施範囲は、12 村落 15 本の井戸掘削指導および 12 村落の施工指導サイトに対す

る運営・維持管理と衛生教育である。 
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（２）各分野の活動とその成果 

  

（２）－１ 井戸関連作業 

 井戸関連の作業と指導は主に以下のような作業の順序で行う。 

     〔  ：掘削指導     ：掘削外指導〕 
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作業過程 投入日数 

 
 井戸掘削全体説明 3 日 
 掘削前準備作業指導（機械運搬、セット、泥水処理等）（1.5 日/箇所×15 箇所） 22.5 日 
 井戸掘削作業指導（井戸運転指導、地質掘削指導）（6 日/箇所×15 箇所） 90 日 
 井戸仕上げ（ケーシング挿入、洗浄、機械撤去、移動）（2 日/箇所×15 箇所） 30 日 
 最終検査 6 日 

     
合計日数 151.5 日 

 
151.5 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝7.575 月→7.5 月（必要 M/M）     

 

④ 主な成果 

 成 果 指 標 確認方法 

短期的 「工事課」職員が井戸掘削で

きるようになる。 
井戸掘削技術 チェックリストで試験を行う 

中･長期的 施工指導サイト以外の村に

井戸が掘削される。 
井戸増加率 ･井戸管理台帳の確認 

･巡回回数による確認（勤務

カード等） 
 

２）井戸掘削（掘削外作業指導） 
 
① 目的 

第 7 衛生地域事務所による給水施設建設のために、同職員が掘削作業だけでなく、水を確保

できる井戸を完成させる技術を習得できるよう技術指導を行う事を目的とする。井戸の完成ま

でには掘削作業とあわせて、地下の帯水層を確認するための電気検層や地下水開発可能量を定

量的に把握するための揚水試験等があり、これらの作業は掘削作業と別の特殊技術が必要で、

解析に関しても専門知識を必要とする。さらに、井戸仕上げ後の地上部に設置するプラットフ

ォーム（水叩き）の建設指導が住民に対してできるよう第 7 衛生地域事務所に技術指導するこ

とも目的の一つである。 

 

② 主な指導の内容と指導対象 

指導内容 指導対象 

 
 作業マニュアル（井戸掘削全体の流れを示す手引書）の作成を日本の指導者と 

指導対象である実施機関職員とが共同で行う 
 電気検層の理論と解析手法および実地指導 
 揚水試験の理論と解析方法および実地指導 
 掘削中のカッティング試料の見方、水のサンプリング方法などの説明と実地指導 
 プラットフォームの施工方法と実地指導 
 最終検査 
 

 
「工事課」職員 
（図 3-5 参照） 
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③ 作業過程および投入日数 

技術指導員は、電気検層用機材や揚水試験用機材が現場に到着後、すぐに現場に入り、全体

的な作業項目の説明の後、施工指導サイトでの掘削作業にあわせた実地訓練を開始する。全体

的な説明とあわせて作業マニュアルの作成時に職員を関わらせる。OJT によって現場での作業

が主体をなすが、掘削の全箇所で作業を実施しなくても指導は可能であるため、電気検層は 15

箇所のうち 10 箇所、また揚水試験は時間を要するため、7 箇所程度で実施する。技術支援をス

ムーズに行うため、指導員の帰国前に検査（実地試験）を行い、成果の確認をチェックリスト

によって行う。個々の作業投入日数は、過去の案件の実例から想定した。 

 
作業過程 投入日数 

 
 作業マニュアルの作成 10 日 
 現場での作業全体説明 2 日 
 電気検層作業指導（0.5 日/箇所×10 箇所） 5 日 
 揚水試験作業指導（2.5 日/箇所×7 箇所） 17.5 日 
 データ解析および評価指導（1 日/箇所×10 箇所） 10 日 
 プラットフォーム建設指導（1 日/箇所×10 箇所） 10 日 
 最終検査 6 日 

     
合計日数 60.5 日  

 
60.5 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝3.025 月→3.0 月（必要 M/M）     

 

④ 主な成果 

 成 果 指 標 確認方法 
短期的 「工事課」職員が各種試験をで

きるようになる。またプラット

フォーム（PF）建設が指導でき

る。 

電気検層、  

揚水試験、 
PF 建設の技

術 

チェックリストで試験を行う  

中･長期的 ･施工指導サイト以外の村で試

験ができるようになる。 
･施工指導サイト以外の村に井

戸が掘削される。 

･試験箇所増

加率 
･井戸増加率 

・ 電気検層、揚水試験記録 
 
・巡回による確認（勤務カー

ド等）  
 

 
３）機械整備 

 
① 目的 

第 7 衛生地域事務所による給水施設建設のために、同職員が掘削作業だけでなく、調達され

た機材を長く使用できるためのメンテナンス技術を習得するために、メカニックな技術指導を

行う事を目的とする。井戸の掘削作業においては、機械の故障は頻繁にあることで、これらを

修理するためには、簡単な機械修理とは異なる特殊機械専門の技術者が必要である。 
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② 主な指導内容と指導対象 

指導内容 指導対象 

 

 メンテナンス・マニュアル（機材修理流れを示すマニュアル書）の作成を日本の

指導者と指導対象である実施機関職員とが共同で行う 

 メンテナンス対象の機械説明と機械実地指導 
（主な機械：井戸掘削機、コンプレッサー、クレーントラック、給水車、給油車 
      発電機、探査機器、検層機器） 

 メンテナンス計画策定指導 

 最終検査 
 

 

「総務課」機械

整備工の職員 

（図 3-5 参照） 

 

③ 作業過程および投入日数 

技術指導員は、井戸掘削機および車両が現場に到着後、すぐに現場に入り、機械を見ながら

全体的な作業項目の説明の後、施工指導サイトでの掘削作業にあわせた実地訓練を開始する。

全体的な説明とあわせてメンテナンス・マニュアルの作成時に職員を関わらせる。OJT によっ

て現場での作業が主体をなし、掘削作業にあわせた機材チェックになる。その他の車両等の研

修は適時行う。技術支援をスムーズに行うため、指導員の帰国前に検査（実地試験）を行い成

果の確認をチェックリストによって行う。個々の作業投入日数は、過去の案件の実例から想定

した。 

 

作業過程 投入日数 

 
 メンテナンス・マニュアル（5 日）および計画策定指導（2 日） 7 日 
 事前機材講習（掘削機関係 3 日、トラック関係 2 日、探査機器関係 2 日） 7 日 
 井戸掘削機の作業中での機材講習(掘削機：6 日、車輌関係 3 日、探査機器等 3 日) 12 日 
 最終検査（掘削機：2 日、車輌：1 日、電探 1 日） 4 日 

     
合計日数 30 日 

 
30 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝1.5 月→1.5 月（必要 M/M）     
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④ 主な成果 

 成 果 指 標 確認方法 

  短期的 「総務課」職員が井戸掘削機

やその他の車輌、試験機器の

設計図や部品配置図等が理解

できる。 

機材等の設

計図、配置図

の理解度 

チェックリストで試験を行う  

  中･長期的 施工指導サイト以外の村に年

間の計画に沿って井戸が掘削

され、機械が稼動している。 
機械破損時の対応ができる。 

機械の管理、

稼動状況 
機械修理 

機材リスト、管理簿の確認 
 
機械修理記録  

 

 

４）電気探査 
 

① 目的 

第 7 衛生地域事務所による給水施設建設のために、井戸候補地点の選定に先立って、電気探

査の技術指導を行う事を目的とする。井戸の完成には掘削作業前の水文地質的な判断が必要で

あり、電気探査はその判断を行うときの重要な参考資料となる。電気探査を行うためには、探

査地点周辺の地形・地質情報の把握も必要であり、技術支援時にはその技術も伝授することを

目的の一つに加える。 

 
② 主な指導内容と指導対象 

指導内容 指導対象 

 
 電気探査地点の選定と地形・地質情報の入手方法および実地指導 
 電気探査の仕組みや地下構造の解説 
 電気探査の実地指導 
 データ解析と評価方法の指導 
 最終検査 
 

 
「調査課」 
の職員 

（図 3-5 参照） 

 

③ 作業過程および投入日数 

技術指導員は、電気探査用機材が現場に到着後、すぐに現場に入り、現場での電気探査地点

の選定方法や周辺の地質状況等を説明する。施工指導サイトとして選定した 12 村落の 15 本の

井戸位置で数点以上の電気探査を行う予定である。技術支援をスムーズに行うため、指導員の

帰国前に検査（実地試験）を行い、成果の確認をチェックリストによって行う。個々の作業投

入日数は、基本設計調査の実例から想定した。 
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作業過程 投入日数 

 
 電気探査の作業指導（全体説明含む）（2 日/箇所×15 箇所） 30 日 
 データ解析および評価指導（2 日/箇所×15 箇所） 30 日 
 最終検査 3 日 

     
合計日数 63 日  

 
63 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝3.15 月→3.0 月（必要 M/M）     

 

④ 主な成果 

     成  果  指 標    確認方法 
短期的 「調査課」職員が電気探査の実地作

業と解析ができるようになる。 
電気探査現場

作業と解析 
チェックリストで試験を行う  

中･長期的 ・施工指導サイト以外の村で電気探

査ができるようになる。 
・施工指導サイト以外の村に年間の

計画に沿って井戸が完成する。 

・電気探査の

記録の蓄積 
・ 井戸増加率 

・ 電気探査解析記録の確認 
 
・ 巡回による確認（勤務カ

ード等）  
 

 

（２）－２ 村落内の運営･維持管理 

 

１）運営・維持管理 
 

① 目的 

第 7 衛生地域事務所による給水施設建設とその後の継続的な井戸の運営・維持管理のために、

同職員が自分達の知識だけでなく、住民に直接指導できる技術を習得できるよう技術指導を行

う事を目的とする。給水施設の運営・維持管理は、住民による管理（VLOM：Village Level Operation 

& Maintenance）が基本となる。プロジェクト対象地域には多くの村に Junta de Agua と呼ばれる

水管理組織が存在しており、これら組織の強化を行う事や、井戸に対するコミュニティの形成、

井戸そのもののメンテナンスを行う事も目的の一つである。これらの作業は第 7 衛生地域事務

所の指導のもとに、住民の参加によって持続的な運営・維持管理が実施されることになる。住

民組織での役割分担と組織図は以下の通りである。 
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表 ３-１０ 住民組織の役割分担（案） 

フンタ・デ・アグア（Junta de Agua）：ウォーター・ポイント・コミッティー（WPC）のとりま

とめ、給水施設使用ルールの取り決め、料金徴収管理、実施機関とのコミュニケーション、衛生

教育等を行う。 

• 代表（Presidente） 1 名 ：WPC の取りまとめ、給水施設使用ルールの取り決

め、実施機関とのコミュニケーション業務等 

• 副代表（Vice-presidente） 1 名 ：代表の補助業務、衛生教育の普及 

• 秘書（Secretario） 1 名 ：利用住民の登録受付け、衛生教育の普及、予算管理 

• 会計（Tesorero） 1 名 ：WPC レベルで徴収した料金の保管、帳簿管理等 

ウォーター・ポイント・コミッティー（WPC）：井戸（レベル 1 給水施設）の管理を行う。 

• ケア・テーカー 2 名 

（男女各 1 名） 

：施設利用時間の管理、ハンドポンプの定期点検・故

障修理等 

• 集金係 2 名 

（男女各 1 名） 

：利用者からの料金徴収、給水施設及び周辺の清掃等 

 

 

 

 

図 ３-６ 運営・維持管理組織図（案） 

フンタ・デ・アグア(Junta de Agua) ※ 
• 代表(Presidente) 1 名 
• 副代表(Vice-presidente) 1 名 
• 秘書(Secretario)  1 名 
• 会計管理(Tesorero) 1 名 

ｳｫｰﾀｰ･ﾎﾟｲﾝﾄ･ｺﾐｯﾃｨｰ 
（WPC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ （2 名） 
• 集金係 （2 名） 

ｳｫｰﾀｰ･ﾎﾟｲﾝﾄ･ｺﾐｯﾃｨｰ 
（WPC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ （2 名） 
• 集金係 （2 名） 

ｳｫｰﾀｰ･ﾎﾟｲﾝﾄ･ｺﾐｯﾃｨｰ 
（WPC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ （2 名） 
• 集金係 （2 名） 

ｳｫｰﾀｰ･ﾎﾟｲﾝﾄ･ｺﾐｯﾃｨｰ 
（WPC） 

• ｹｱﾃｰｶｰ （2 名） 
• 集金係 （2 名） 

第 7 衛生地域 

♦ 給水事業（衛生地域ﾚﾍﾞﾙ）の策定 
♦ 井戸掘削 
♦ 住民運営・維持管理組織の強化と組織

化 
♦ 衛生教育 

村落レベル 

実施機関レベル 

※ 対象地域村落における

既存の水管理組織 
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② 役割の分担 

第 7 衛生地域事務所に新設される部署の「運営・維持管理課」職員に対して、村での OJT を

通じて専門の知識をもつ日本の指導員が技術指導する。現在は、第 7 衛生地域事務所での職員

と地区ごとにプロモーターがおり、この組織の活用の方法も検討する。運営・維持管理では、

実際の作業にあたって、指導員を補助あるいは、指導員の代替として NGO を含むローカルコン

サルタントを採用する予定で、日本からの指導員はローカルコンサルタントも指導する。村落

への指導体制から見た関係図は以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 作業内容と役割分担 

運営・維持管理の内容について
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表 ３-１１ 運営維持の内容と指導の役割分担 

役 割 
 項 目 作 業 内 容 

対象者 指導 
日数 

教材の作成 ● 起案の作成 

● 編集作業の打ち合わせ 

● 教材内容の協議 
 

    ― 

印刷業者 

実施機関 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

 

10 日 

7 日 

3 日 

井
戸
掘
削
機
械
搬
入
前 

住民組織強化 ● ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導 

ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導では下記の指導内容

に加え、実施機関の指導方法を伝授す

る） 

● 実施機関指導 

（指導内容：PRA手法の支援、住民問

題分析、フンタデアグア活動分析、フ

ンタデアグア活動運営方法とトレーニ

ング、住民集会プログラム計画立案） 

● ﾌﾝﾀﾃ゙ ｱｸ゙ ｱ＋ｳ゙ ﾚｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙ ｰとの協議、指

導 

● ｳォﾀー ・ﾎ゚ ｲﾝﾄ・ｺﾐﾃｨー の立ち上げ 

 

ローカルコンサルタ

ント 

 

 

実施機関 

 

 

 

 

ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ＋ 

ｳ゙ ﾚｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙  ー

ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

  

 

 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

+ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

（*以下はソフコン

指導員＋ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝ

ﾄがバックアップ） 

実施機関* 

 

実施機関* 

3 日 

 

 

 

3 日 

 

 

各村で

3日 

2 日 

 

1 日 

掘
削
機
械
搬
入
後 

井戸関連作業 ● ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導 

この指導では下記の指導内容に加え、

実施機関への指導方法を伝授する） 

● 実施機関指導 

（指導内容：PRA手法の支援と以下の

項目の指導方法を伝授する） 

● ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ＋ｳ゙ ﾚｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙ ｰとの協議、

指導 

・井戸位置の選定 

・ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑ維持管理 

・井戸周辺施設維持管理 

・井戸清掃 

・井戸ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、料金徴収 

ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 

 

実施機関 

 

 

ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ＋ｳ゙ ﾚ

ｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙ ｰによる住民

集会 

ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ＋ 

 ｳォﾀー ・ﾎ゚ ｲﾝﾄ・ｺﾐ

ッﾃｨー   

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

   
 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

＋ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 

（*以下はソフコン

指導員＋ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝ

ﾄがバックアッﾌ゚ ） 

 

実施機関* 

 

2 日 

 

 

2 日 

 

 

各村 

3 日 

 

0.5 日 

0.5 日 

0.5 日 

0.5 日 

1 日 

最
終
検
査 

最終チェック ● ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの指導 

● 実施機関の指導 

（指導内容：チェックリストを利用し

て指導） 

● ﾁｪｯｸﾘｽﾄ原案作成 

● 村落巡回方法の指導（実地） 

ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

実施機関 

 
 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

実施機関 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

+ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  

 

   ―  
ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 

 

1 日 

1 日 

 

 

3 日 

各 村

1.5 日 
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④ 作業過程および投入日数 

技術支援は、機材の搬入状況にあわせ、上記のように三段階の工程によって実施する。第一

段階は、教材作成などの下準備作業と組織強化のための作業である。指導等の役割分担は、最

初に日本の指導員が NGO も視野にいれたローカルコンサルタントへの指導教育を行い、その後

ローカルコンサルタントと一緒に実施機関への技術指導を実施する。その後、実施機関は、村

落に対して運営・維持管理を指導する。教材作成では、日本の指導員が下地をつくり、実施機

関と議論しながら完成させる。指導員が帰国する第一段階と第二段階の間では、ローカルコン

サルタントを活用し、実施機関と住民組織についての協議、進捗状況の確認、問題点の整理、

対応等についてお互いに検討させる。これは、技術支援の度合いを確認する目的も含む。 

第二段階では、井戸掘削機の調達後に井戸掘削作業と平行しながら第 7 衛生地域事務所を指

導し、住民の井戸に対する運営・維持管理を現実的なものにする。第二段階でも、指導の役割

分担は同じであり、日本の指導員からローカルコンサルタントの教育指導、その後両者による

実施機関の指導、最後は実施機関による住民への指導となる。この段階でも、ローカルコンサ

ルタントの運用を計画し、日本の指導員がいない場合は、実施機関に対する補佐としての役割

を果たす。 

第三段階では、日本の指導者がローカルコンサルタントの活動状況を把握し、第 7 衛生地域

事務所の技術指導状況や住民の状況についての資料を入手することで、技術指導の度合いをチ

ェックする。また、実施機関と協力しながらチェックシートを作成し、プロジェクト後の第 7

衛生地域事務所による巡回方法等の参考資料とする。さらに、この段階では衛生教育の進捗状

況もあわせてチェックする。個々の作業投入日数は、過去の案件の実例から想定した。 
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作業過程 投入日数 

 
第 1 段階（掘削機材搬入前） 
 教材作成＋編集作業等 20 日 
 ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（NGO 含む）への指導 3 日 
 実施機関への指導 3 日 
 村落作業指導（現場作業＋フィードバック：3 日/村×12 村落） 36 日 

合計日数 62 日  
62 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝3.1 月→3.0 月（必要 M/M） 

 
第 2 段階（掘削機材搬入後） 
 ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（NGO 含む）への指導 2 日 
 実施機関への指導 2 日 
 村落作業指導（現場作業＋フィードバック：3 日/村×12 村落） 36 日 

合計日数 40 日 
40 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝2 月→2.0 月（必要 M/M） 

 
第 3 段階（最終チェック） 
 ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（NGO 含む）への指導 1 日 
 実施機関への指導 1 日 
 村落作業指導（現場作業＋フィードバック：3 日/村×12 村落） 18 日 

合計日数 20 日  
20 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝1 月→1.0 月（必要 M/M）  
     

 

 

⑤ 主な成果 

 成  果 指 標 確認方法 

･教材が完成する。 ･教材の完成 ･教材パンフレット 
･ﾌﾝﾀ･ﾃﾞ･ｱｸﾞｱの組織が強化さ

れ、WPC が立ち上がる。 
･組織の立ち上げ状況 ･住民集会合意書、記録

簿等 
･井戸位置が選定され、井戸掘

削後の周辺整備が始まる。 
･井戸周辺の整備 
･料金徴収システム 

･井戸の利用実績 
･徴収記録簿の作成 

短期的 

･実施機関の巡回等が始まる。 ･チェックリストに沿っ

た巡回 
･勤務データ 
 

･住民によって給水施設が持続

的に運営･維持管理される。 
･維持管理費の支払い率 
･給水施設の利用率とﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ状況 

･維持管理費徴収記録

簿 
･井戸使用実績 

中･長期的 

･実施機関によって維持管理指

導が行われる。 
･巡回回数 ･勤務データ 
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２）衛生教育 
 
① 目的 

第 7 衛生地域事務所による給水施設建設とその後の継続的な井戸利用が行われるためには、

安全な水を得るという衛生の知識が不可欠であり、実施機関が住民に衛生教育に関する直接指

導ができる技術を習得できるよう技術指導を行う事を目的とする。給水施設の運営・維持管理

は、住民による管理（VLOM：Village Level Operation & Maintenance）が基本となる。プロジェ

クト対象地域には多くの村にフンタ・デ・アグアと呼ばれる水管理組織が存在しており、これ

ら組織を利用し、衛生教育は勿論のこと、井戸周辺でのゴミの処理や家畜の放し飼いなどの公

衆衛生に関する項目も含めて教育する。この教育は、運営・維持管理とは区別して、衛生教育

に特化した指導を行うための専門指導員を導入する。また、第 7 衛生地域事務所に現存するプ

ロ技協の活動を具体的に確認し、プロ技協と連携した指導（具体的にはプロ技協の連絡網を利

用など）を行う。 

② 役割の分担 

第 7 衛生地域事務所に新設される部署の「運営・維持管理課」職員に対して、村での OJT を

通じて専門の知識を持つ日本の指導員が技術指導する。現在は、第 7 衛生地域事務所での職員

と地区ごとにプロモーターがいるが、US 組織との関係を検討する。衛生教育は、実際の作業に

あたって、指導員を補助あるいは、指導員の代替として NGO を含むローカルコンサルタントを

採用する予定であり、日本からの指導員は彼らも指導する。村落への指導体制から見た関係図

は下図のようである。 
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③ 作業内容と役割分担 

衛生教育に関する作業内容と役割の分担について表３－１２に示す。 

 

表 ３-１２ 衛生教育の内容と指導の役割分担 

役 割  項 目 作 業 内 容 
対象者 指導 

日数 

教材の作成 ● 起案の作成 
● 編集作業の打ち合わせ 
● 教材内容の協議 

 

   ― 
印刷業者 
実施機関 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
 

8日 
3日 
1日 

衛生教育 ● ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導 
（ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導では下記の指導内

容に加え、実施機関の指導方法を伝授

する） 
● 実施機関指導 

（指導内容：PRA手法の支援、村内衛

生問題分析、USの活動分析、衛生教育

の実施方法と普及活動の指導、住民集

会計画案の作成） 
● ﾌﾝﾀ・ﾃ・゙ｱｸ゙ ｱ＋ｳ゙ ﾚｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙ ｰ、USとの

協議、指導 

ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
 
 
 
 
実施機関 
 
 
 
 
 
ﾌﾝﾀ・ﾃ゙ ・ｱｸ゙ ｱ＋ｳ゙ ﾚ

ｯｼ゙ ﾘー ﾀ゙ ｰ＋US組織 
 

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
 
 
 
 
ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
+ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
  
 
 
実施機関 
（ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導

員＋ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄで

ﾊ゙ ｯｸｱｯﾌ゚ ） 

1日 
 
 
 
 
2日 
 
 
 
 
各村落

で2日 

 
井 
戸 
掘 
削 
機 
械 
搬 
入 
前 

プロ技協との連

携 
● 実施機関への指導 

（指導内容：プロ技協の活動分析、プ

ロ技協との共同作業方法の伝授、実施

機関の取り組み方の伝授） 
 

実施機関 ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
 

1日 

 
搬 
入 
後 

井戸周辺での衛

生教育 
● ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導 

（ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ指導では下記の指導内

容に加え、実施機関の指導方法の伝授

を行う） 
● 実施機関指導 

（指導内容：井戸周辺での衛生環境の

構築方法の指導） 
● USへの指導、FDA組織への指導 
 
 
● 住民への指導 

ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
 
 
 
 
実施機関 
 
 
US+ﾌﾝﾀ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ

＋ｳォﾀー ・ﾎ゚ ｲﾝﾄ・ｺﾐ

ッﾃｨー  
一般住民   

ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
 
 
 
 
ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎ゚ ﾈーﾝﾄ指導員 
+ﾛー ｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
 
実施機関 
 
 
US+ﾌﾝﾀ・ﾃﾞ・ｱｸﾞｱ

＋ｳォﾀー ・ﾎ゚ ｲﾝﾄ・ｺﾐ

ッﾃｨー  

1日 
 
 
 
 
1日 

 
 
 
各村落 
2日 

 
 

④ 作業過程および投入日数 

技術支援は、機材の搬入状況にあわせ、上記のように二段階の工程によって実施する。指導

等の役割分担は、最初に日本の指導員が NGO も視野にいれたローカルコンサルタントへの指導

教育を行い、その後ローカルコンサルタントと一緒に実施機関への技術指導を実施する。実施

機関は、村落での運営・維持管理を指導する。第一段階は衛生教育の教材作成などの下準備作

業である。衛生教育の教材は、基本的には日本の指導員が内容の下地を作り、実施機関との協
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議のもとに作成する。指導員が帰国する第一段階と第二段階の間には、ローカルコンサルタン

トが日本の指導員の補助的な役割を果たす。これによって技術支援の度合いを確認する目的も

含む。 

第二段階では、井戸掘削機の調達後に井戸掘削作業と平行しながら運営・維持管理を行うタ

イミングにあわせて第 7 衛生地域事務所を指導し、住民の井戸に対する衛生教育を現実的なも

のにする。第二段階でも、指導の役割分担は同じであり、日本の指導員からローカルコンサル

タントの教育指導、その後両者による実施機関の指導、最後は実施機関による住民への指導と

なる。この段階でも、ローカルコンサルタントを活用し、日本の指導員がいない場合の補佐と

しての役割を実施機関に対して果たす。 

作業過程 投入日数 

 
第 1 段階（掘削機材搬入前） 
 教材作成＋編集作業等 12 日 
 ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（NGO 含む）への指導 1 日 
 実施機関への指導（プロ技協との共同作業の検討含む） 3 日 
 村落作業指導（現場作業＋フィードバック：2 日/村×12 村落） 24 日 

合計日数 40 日 
40 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝2.0 月→2.0 月（必要 M/M） 

 
第 2 段階（掘削機材搬入後） 
 ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（NGO 含む）への指導 1 日 
 実施機関への指導 1 日 
 村落作業指導（現場作業＋フィードバック：2 日/村×12 村落） 24 日 

合計日数 26 日 
26 日（所要日数総計）÷20.0 日/月（月稼動日数）＝1.3 月→1.3 月（必要 M/M） 

 

⑤ 主な成果 

 成  果 指 標 確認方法 

･教材が完成する。 ･教材の完成 ･教材パンフレット 
･衛生教育を受けた住民が増

加する。 
･住民集会の増加率 ･住民集会議事録 

･プロ技協と水の衛生問題で

共同できる。 
･US での活動増加率 ･US 活動日誌 

短期的 

･衛生教育の内容を含む実施

機関の巡回が始まる。 
･チェックリストに沿っ

た巡回率 
･住民アンケート 
･勤務データ 

･井戸周辺での家畜管

理、清掃回数 
･住民アンケート 
･井戸周辺での柵等

の建設状況の変遷 
･安全な井戸の使用日数 ･住民アンケート 

中･長期的 ･住民の衛生意識が向上する。 

･水因性疾患の減少 ･住民アンケートに

よる疾患率の変遷 
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３-３ 相手国側分担事業の概要 

 

（１）概 要 

「ホ」国側の事業責任者は、保健省第 7 衛生地域事務所である。本プロジェクトが日本の無償資金

協力によって実施される場合、日本政府の予算制度に即して実施する必要があるため、円滑に事務手

続きを遂行しなければならない。そのため、各事業段階において、「ホ」国側のそれぞれ部署は、下記

の内容について遅滞なく責任を持って実施する必要がある。 

 

１）手 続 

 交換公文（Exchange of Notes）に基づく日本法人コンサルタントとの契約 

 交換公文に基づく日本法人コントラクターとの契約 

 上記契約者に対する契約金の支払いのため、契約締結後直ぐの日本の外国為替取扱銀行に対

する A/P（Authorization to Pay）の開設 

 銀行間取り決めに従い、A/P 開設後直ぐの上記銀行に対する手数料の支払い 

 業務遂行上、ホンデュラス国に入国する日本人のコンサルタントおよび請負業者の入国許可

および長期滞在ビザの発行 

 調達資機材の免税措置 

 日本もしくは第三国から輸入される機材の敏速な引き渡し手続きと必要な通関費用の支払い 

 必要な各段階の完了証明書の速やかな発行 

 

２）事 業 

 資機材調達監理上必要となる事務所の開設及び要員の配置 

 給水施設建設に必要な土地の確保 

 対象村落への建設機材の搬入に必要な道路の建設と整備 

 資機材の確認検査立ち会い 

 ソフト・コンポーネントに対応した井戸掘削作業、電気探査、および運営･維持管理等に対し

ての組織、人員、予算の確保 

 70 箇所のハンドポンプ付深井戸給水施設の建設 

 

（２）実施可能性・妥当性 

第 7 衛生地域事務所が計上した予算は、プロジェクト開始時に運営・維持管理、調査、工事、総務

に関する部門を設置し、それぞれに専門の技師を配置するためのものである。「ホ」国側負担経費のう

ち年間経費を求めると、約 260 万 Lps/年となり、第 7 衛生地域事務所の予算案（表２－３参照）と比
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較すると、プロジェクト予算額は、年間予算の約 5%にあたるので、予算をさほど圧迫しない金額とな

っている。また、基本設計調査時での保健省との打ち合わせでも、2003 年の下半期に補正予算を付け

ることが、約束されており、予算追加の実現性は高い。 

上記の予算項目や予算比率は、プロジェクトの規模、人員構成、人件費等から判断しても、概ね妥

当性な値となっている。 
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３-４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

 

（１）実施機関での新組織計画 

実施機関である第 7 衛生地域事務所では、前述のように新規の組織図に基づいて作業を進めていく

計画であり、この組織図の中の「運営・維持管理課」が維持管理の住民指導を行うとともに、井戸等

の重度の故障に対して整備を行うことになる。これは新規組織の中の「総務課」と仕事の区分けを行

いながら実施する。 

実施機関に対する技術支援終了後は、残りの掘削箇所に関して機材調達数量に沿って実施機関が施

工することになっており、プロジェクト中に完成した井戸に対する運営・維持管理とあわせて、前述

の組織図に沿って「工事課」、「調査課」および「総務課」においても作業を継続することになる。 

（２）今後の運営・維持管理体制 

１）実施機関レベル 

井戸施工後の村落における井戸の運営・維持管理支援を円滑に実施させるために、実施機関

の組織体制を強化する必要がある。あわせて、上記のようにプロジェクト後は残りの掘削地点

について、掘削作業を実施し、給水施設を第 7 衛生地域事務所が建設することになる。そのた

め、井戸施設の建設作業、および井戸施設の運営・維持管理作業が円滑に実施できるよう、第 7

衛生地域事務所は要員計画を示し、ソフト・コンポーネントによる技術支援後の第 7 衛生地域

事務所の体制が効率的に構築される（表 ３-１３参照）。 

表 ３-１３ 第 7 衛生地域事務所要員計画（案） 

体制 作業内容 最低人員 

部長 全体総括（新規給水箇所のニーズ抽出、SANAA との協議等） 1 名 
次長 部長を補佐 1 名 

運営･維持管理課 
●水管理組合との定期的な会議（水問題の協議、井戸状況等

のモニタリングの結果の確認） 
2 名 

 
●水管理組合の管理（苦情の処理、井戸メンテナンス処理、

料金徴収の状況確認/月 1 回） 
 

 ●医療組織との協議（とくに衛生教育の徹底）  
 ●課員とプロモーターとの定期会議  
総務課 ●機械整備、倉庫管理、パーツ管理と整備 1 名 
工事課 ●井戸掘削、各種検査、揚水試験等 4 名 
調査課 ●電気探査 1 名 
水質分析室 ●水質分析 1 名 

 

表３．１３に示した人員は、あくまで最低の人数であり、各作業に補佐する人員の確保が必要とな
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る。特に、運営・維持管理課においては、現在のプロモーターの作業を整理し、水管理分野に対する

活用方法を検討する必要がある。活用方法によっては、プロモーターの増員が必要になるため、ソフ

ト・コンポーネントの投入時にその必要性について、技術指導を行う。 

２）村落レベル 

大多数の村落に存在する水管理組織であるフンタ・デ・アグアは、「ホ」国保健省が 1980 年

代に国家給水改善計画の一環として各村落において形成した住民組織が起源である。現在の活

動状況や組織力は村落によって異なるものの、フンタ・デ・アグアは調査対象地域に定着して

いる組織であるため、本プロジェクトの実施は、既存のフンタ・デ・アグアと連携して行うも

のとする。 

フンタ・デ・アグアは、代表（Presidente）、副代表（Vice-presidente）、秘書（Secretario）、

会計（Tesorero）のメンバーで構成される。既存のフンタ・デ・アグアに加え、本プロジェクト

で建設する給水施設（井戸）毎に利用者によるグループ（ウォーター・ポイント・コミッティ

ー：WPC）を形成し、村落単位で運営・維持管理を行うこととする。水管理組織の機能および

各役割分担は前述のソフト・コンポーネント計画に示した。 
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３-５ プロジェクトの概算事業費 

３-５-１ 協力対象事業の概算事業費 

本計画は、無償資金協力によって単年度で実施される計画であり、事業費総額は、４．７０２億円

と見積もられる。 

（１）日本側負担経費 

               表 ３-１４ 日本側負担経費 

単位：億円 
事業費区分 単年度 合 計 

(1)建設費 
 ｱ.直接工事費 
 ｲ.共通仮設費 
 ｳ.現場経費等 
 ｴ.一般管理費 

０ ０ 

(2)機材調達費 
 ｱ.機材費 
 ｲ.輸送梱包費 
 ｳ.一般管理費 

３．３３３ 
３．０３９ 
０．１９７ 
０．０９７ 

３．３３３ 
３．０３９ 
０．１９７ 
０．０９７ 

(3)機材設計管理費 
 ｱ.実施設計費 
 ｲ.調達監理費 
 ｳ.ｿﾌﾄ・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ費 

０．７８２ 
０．１２９ 
０．０６５ 
０．５８８ 

０．７８２ 
０．１２９ 
０．０６５ 
０．５８８ 

合 計 ４．１１５ ４．１１５ 
 

（２）「ホ」国側負担経費 

表 ３-１５ 「ホ」国側負担経費 

単位：ﾚﾝﾋﾟﾗ（Lps） 
活動項目 単価 計画 負担経費 円換算（1Lps=7 円） 

人件費 7,634/月 16 名×39 ヶ月（15 ヶ月＋2 年） 4,765,488 33,358,416 
直接経費（旅費等） 3,200/月 16 名×39 ヶ月（15 ヶ月＋2 年） 1,996,800 13,977,600 
材料費他 12,000/本 70 本 840,000 5,880,000 
燃料費 15,000/月 39 ヶ月 585,000 4,095,000 
施工時保険料 10,500/名 19 名 199,500 1,396,500 

合  計 8,386,788 58,707,516 
 

（３）積算条件 

積算時点：平成 15 年 3 月 
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為替ルート： 円／US$ 1 US$＝121.86 円  （2002 年 7 月～2002 年 12 月） 

 US$／現地通貨 現地通貨＝16.16 US$ （2002 年 7 月～2002 年 12 月） 

 円／現地通貨 現地通貨＝7.54 円 
施工期間：施工工程に示した通り 

その他：本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 

 

３-５-２ 運営･維持管理費 

実施機関における維持管理費は、協力事業終了後の井戸の保守、修理を含む費用であるが、年間に

活動する職員は、運営・維持管理課の職員と臨時職員等を考慮した。年間の経費は以下の表のとおり

で、約 850 万円/年となる。予算額に関しては、事務所の予算と比較すれば、予算の 2%程度であるこ

とから、予算への圧迫度はさほど大きくない。 

    表 ３-１６ 第 7 衛生地域事務所維持管理費用（案） 

単位：ﾚﾝﾋﾟﾗ 

活動項目 単価 計画 負担経費 円換算(1Lps=7 円) 

人件費 7,634/月 8 名×12 ヶ月 732,864 5,130,048 
直接経費（旅費等） 3,200/月 8 名×12 ヶ月 307,200 2,150,400 
燃料費 180,000  180,000 1,260,000 

合  計 1,220,064 8,540,448 
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３-６ 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業は、外部条件に依拠しないことが前提であり、単独でプロジェクトを完結する必要が

ある。ただし、以下のような留意点が実施されれば、プロジェクトの進行にプラスの影響を与えるこ

とになる。 

（１）第 2 衛生地域事務所からの協力 

第 7 衛生地域事務所による井戸掘削の実績は、皆無であり、掘削機械も所有していない。このため、

1991～1995 年にかけて日本の 2 つの無償資金協力によるプロジェクトで井戸掘削技術を得ている第 2

衛生地域事務所から協力を得ることは、第 7 衛生地域事務所にとって、プロジェクトを円滑に進める

ために重要である。例えば、第 7 衛生地域事務所から井戸掘削について技術的な指導を受けるために、

第 2 衛生地域事務所に出張して共同作業を行うことも考えられる。ただし、第 2 衛生地域事務所から

の協力は、主管官庁である保健省の行政的な調整が必要になるため、実施設計時に引き続き保健省に

働きかける必要がある。 

（２）「ホ」国負担事業の遂行 

「ホ」国側は、プロジェクトの実施にあわせた組織、予算について計画案を提示しており、それら

が具体的に遂行できるように、日本側としても実施設計時に「ホ」国側の体制の再確認や検査を行う

必要がある。 

（３）技術支援の効率的な運用 

ソフト・コンポーネントによる技術支援は短期間であるため、効率的な成果を得るためには、指導

方法を十分に検討する必要がある。特に、運営・維持管理や衛生教育は、実施設計段階から、作業方

法について実施機関と十分な協議を行うとともに、ローカルコンサルタント等を登用し、指導期間を

有効に利用しなければならない。 
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第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

４-１ プロジェクトの効果 

「ホ」国は、保健衛生に関する国家計画である「飲料水・衛生国家計画」を 1983 年に策定し、1990

年までに同国の給水率を 90%に高めることを目標に掲げた。しかし、これが達成できなかったため、

2000 年まで同国家計画を継続したが、給水率は現状で約 60%に留まっている。 

その後、政権交代に伴い、2002 年には 2006 年を目標年とした保健セクターの国家計画とアクション

プランが策定された。この計画は給水率の向上だけでなく、安全な水を供給することを基本方針とし

ており、それぞれの衛生地域事務所が責任機関となり、全国の衛生地域内において、安全な水が人口

の 25%に対して供給されることを目標に活動が進められている。 

オランチョ県では、1986 年に終了した EC による手掘り浅井戸掘削が 2,000 本程度実施されたが、水

質汚染や枯渇等の維持管理上の問題があり、現状では全体の 95%の井戸が使用されていない状況で、

これが給水率の低下を招いている。 

オランチョ県での給水率は約 40%であり（2002 年現在）、全国の平均地方給水率である約 60%を下

回っている。安全な水の給水率も、上記国家計画の目標である 25％には達しておらず、都市部で 10%、

農村部で 6%程度である。また、15 歳未満における飲料水が原因である下痢等の水因性疾患の発生率は、

全国平均と比較して、約 7.5 倍となっている。 

こうした中、本プロジェクトは、協力対象地域において年間を通じて安全な水を供給するという目

標のもとに実施される。日本側の協力内容は、実施機関によって独自に実施される給水施設建設が、

効果的、効率的に実現できるように、必要資機材を調達し、また、実施機関に対して建設、運営・維

持管理に係る技術援助を行うものである。本プロジェクトの実施により、2007 年を評価の目安として、

以下のようなプロジェクト効果が発現すると考える。 

直接的効果： 対象 7 自治体における人口の安全な水の給水率が現状の約 7%から 2007 年には約

17%に向上する（約 20,000 人への裨益効果）。 

間接的効果： 対象 7 自治体における人口の水因性疾患率が現状の約 5%から 2007 年には約 4%

に減少する。 

 

なお、以上をまとめて表４．１に示す。 
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表 ４-１ 計画実施による効果と現状改善の程度 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

2000 年までに「ホ」国の給水率

を 90%にまで高めるという「飲

料水・衛生国家計画」は設定目標

に達しておらず、「ホ」国平均で

約 60%の給水率にある。オラン

チョ県の給水率は約 40%で全国

平均を下回る。その後 2006 年を

目標年とした国家計画が策定さ

れ、給水率の向上だけでなく、安

全な水を全国の衛生地域で人口

の 25%に供給するという目標を

継続中である。オランチョ県では

安全な水の給水率は都市部では

10%、農村部では6%程度である。

このため水因性疾患もオランチ

ョ県では全国平均と比較して約

7.5 倍となっている。 

オランチョ県において給水困窮

度が高い村落に対して、70 本の

井戸掘削のための井戸掘削機や

それに付属するスペアパーツ類、

掘削地点までの移動等に必要な

トラック類、掘削に付随する試

験、検層関係の機器、物理探査機

器等の資機材の調達。 

プロジェクト協力対象村落での

20,000 人の裨益人口増加による

直接的効果は、安全な水の給水率

が現状の約 7%から 2007 年には

約 17%に向上する。 

給水計画を実施するうえで、実施

機関は、井戸掘削技術や資機材を

所有する必要があるが、それがな

されていない。 

「ホ」側のプロジェクト実施に必

要な調査技術、給水施設建設技

術、施設・資機材の運営・維持管

理技術および衛生教育に関する

技術支援。 

間接的な効果は、水因性疾患率が

現状の約 5%から 2007 年には約

4%に減少する。 

 

４-２ 課題・提言 

プロジェクトが持続するためには、「ホ」国の国家計画である衛生と安全な水の確保が持続されるこ

と（外部条件である「飲料水・衛生国家計画」に変更がないこと）が大前提であり、これが「ホ」国

側の課題となる。そのため、各衛生地域での給水計画の立案と現状での各県における給水事業の正確

な到達度の把握および全国での計画的な飲料水対象の水質検査等が必要となる。本プロジェクトによ

り建設される給水施設が持続的に運用されるためには、給水計画に沿った人員配置と予算確保によっ

て実施機関の体制が整備され、継続的に村落に対する運営・維持管理指導が実施されることが必要で

ある。また、実施機関と保健セクターであるプロ技協とが、協力して築いた村落での医療組織を利用

しながら、井戸の水利用を通じての実施機関による衛生教育を継続していくことも重要になる。 

また、給水施設を「ホ」国側が施工するうえで、保健省の衛生地域事務所間の技術協力が必要であ

る。今回第 7 衛生地域事務所に井戸掘削技術を移転するに際しても、第 2 衛生地域事務所での経験を

利用するのが得策である。さらに今後、「ホ」国が独自にレベル 2、レベル 3 の給水施設を建設する場

合には、衛生地域事務所と SANAA との技術的な分担を行う事が最も効果的である。そのためにも、

第 7 衛生地域事務所は、レベル 2、レベル 3 の給水施設を完成させるための主力となる井戸掘削技術を

完全に習得する必要がある。 
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４-３ プロジェクトの妥当性 

事業事前評価表は、資料に添付した。 

プロジェクト実施の妥当性について検討するため、次のような点を整理した。 

（１） 2006 年を目標にした安全な水を人口の 25%に供給するという国家計画に対して、安全な水を年

間通じて供給するという本プロジェクトは、目標達成に向けて貢献できるプロジェクトになる。

協力対象村落に対する安全な水の供給率は、現状の約 7%から効果が発現する目標年の 2007 年

には約 17%に向上する。 

（２） 本プロジェクトによって調達される井戸掘削用資機材は、約 20,000 人に対する裨益効果をもた

らす井戸掘削を可能にする。この調達により、オランチョ県の農村地域に住む約 30 万人に対し

て間接的な効果がある。 

（３） 本プロジェクトは、実施機関による給水施設建設が大前提となる。それを効果的に実現するた

めの日本側の協力は、井戸掘削技術、井戸仕上げのための検層や試験を行う技術、機械整備の

技術、電気探査等の調査技術、井戸掘削後の運営・維持管理と衛生教育に対する技術を支援す

るための人材をソフト・コンポーネントによって育成するものである。 

（４） 「ホ」国側は、技術移転を受け入れるための組織の立ち上げと予算確保を確約しており、プロ

ジェクトの実施に必要な体制は既に執られている。「ホ」国側の計上予算は、実施機関の年間

予算に照らしても無謀な予算額とはなっていない。 

（５） 本プロジェクトによって「ホ」国側が井戸掘削技術を習得できれば、今後は独自の給水計画の

立案や作業が可能となり、国家計画の中・長期的な飲料水・衛生計画の目標達成に向けた取り

組みが可能になる。 

（６） 本プロジェクトは、直接的な収益を得る協力対象事業ではない。 

（７） 環境面への負荷があるとすれば、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下等が考えられる。しか

し、本プロジェクトは、軟弱地盤等の地質条件がないこと、レベル 1 による給水システムであ

るため多量取水を行わないこと等からこのような問題は考え難い。今後多量の地下水を給水源

とするレベル 3 の給水施設等に多くの村が移行する場合には、地下水の利用に対する効率的な

運用が必要になるが、当面は環境的な問題はない。水質についても、調査した深井戸において

は水質汚染の問題はないが、深井戸掘削後の水質モニタリングは必要であろう。 

（８） 本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の制度において、特別に困難なプロジェクトではな

いため、実施可能であると判断される。 

 

以上の判断から、当該プロジェクトの実施は、無償資金協力による協力対象事業として妥当である

と判断される。 
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４-４ 結 論 

本プロジェクトは、前述のように大きな効果が期待されるとともに、地域住民に対して基本的な生

活環境の改善にも大きく寄与することから、協力対象事業の一部として、我が国の無償資金協力によ

って実施されることの妥当性は高い。本プロジェクトは、実施機関による給水施設建設が基本方針で

あるが、実施機関の経験が乏しいため、独力による給水施設建設と住民に対する運営・維持管理指導

が可能となるためには、日本側が十分な技術支援を行うことが必要となる。この援助に対する「ホ」

国側の人員配置や予算確保等の対応も十分にとられていることを確認している。 

また、プロジェクトをより効率的に推し進めるには、過去の我が国による無償資金協力によって井

戸掘削技術を獲得した、第 2 衛生地域事務所と連携していくことが重要となる。また、短期間で実施

される協力対象事業であるため、効果的、効率的な技術指導を実施するためには、実施設計段階から

計画的に実施機関との協議を行うことが必要である。 
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資料１ 調査団員・氏名 

 

（１）基本設計調査（2002 年 10 月 27 日～同年 12 月 17 日） 

 

No. 担当業務 氏名 役職 

1 総括 福田 義夫 国際協力事業団 

無償資金協力部 業務第一課 課長代理 

2 計画管理 飯田 美奈子 国際協力事業団 

無償資金協力部 業務第一課 

3 業務主任／ 

地下水開発 

松本 俊幸 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部長 

4 水理地質 石川 次男 三井金属資源開発株式会社 

水資源事業部 調査部 部長補佐 

5 社会状況調査／ 

維持管理計画 

喜納 政治 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 主任技師 

6 衛生教育／ 

住民組織計画 

北島 知美 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 

7 機材計画／積算／ 

調達管理計画 

中野 武 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 

8 施工計画／ 

給水計画 

望月 誠美 株式会社ワコスジャパン 

代表取締役 社長 

9 業務調整／ 

再委託管理 

浅利 祐美子 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 

 

（２）概要説明（2003 年 2 月 18 日～同年 2 月 27 日） 

 

No. 担当業務 氏名 役職 

1 総括 高野 剛 国際協力事業団 

ホンデュラス事務所 所長 

2 業務主任／ 

地下水開発 

松本 俊幸 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部長 

3 社会状況調査／ 

維持管理計画 

喜納 政治 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 主任技師 

4 機材計画／積算／ 

調達管理計画 

中野 武 国際航業株式会社 

海外事業部 コンサルタント部 

5 施工計画／ 

給水計画 

望月 誠美 株式会社ワコスジャパン 

代表取締役 社長 
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資料２ 調査行程 

 

（１）基本設計調査 

 

調査内容 
日 

順 

月 

日 
曜 官側 

（福田、飯田） 

コンサルタント 

（松本、北島、浅利） 

コンサルタント 

（石川、喜納、中野、望月） 

1 10/27 日 移動：成田→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO006） *** 

2 10/28 月 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ﾃｸﾞｼｶﾞﾙﾊﾟ（CO1116）、JICA 事務所・大使館表敬 *** 

3 10/29 火 保健省協議、移動：ﾃｸﾞｼｶﾞﾙﾊﾟ（TGS）→ﾌﾃｨｶﾙﾊﾟ（JTC） *** 

4 10/30 水 第 7 衛生地域協議 *** 

5 10/31 木 第 7 衛生地域協議 *** 

6 11/1 金 第 7 衛生地域協議 *** 

7 11/2 土 ｻｲﾄ視察 *** 

8 11/3 日 団内打合せ 移動：成田→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO006） 

9 11/4 月 移動：JTC→TGS、再委託先打合せ 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ﾃｸﾞｼｶﾞﾙﾊﾟ（CO1116） 

10 11/5 火 保健省ﾐﾆｯﾂ協議 

11 11/6 水 ﾐﾆｯﾂ署名、JICA 事務所・大使館報告 

12 11/7 木 移動：TGS→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO1117） 移動：TGS→JTC（松本、石川、望月） 

13 11/8 金 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ 自然条件調査 

14 11/9 土       →成田（CO007） 自然条件調査 

15 11/10 日 *** 移動：TGS→JTC（喜納、北島、中野、浅利） 

16 11/11 月 *** 社会状況および自然条件調査 

17 11/12 火 *** 社会状況および自然条件調査 

18 11/13 水 *** 社会状況および自然条件調査 

19 11/14 木 *** 社会状況および自然条件調査 

20 11/15 金 *** 社会状況および自然条件調査 

21 11/16 土 *** 社会状況および自然条件調査 

22 11/17 日 *** 団内打合せ 

23 11/18 月 *** 社会状況および自然条件調査 

24 11/19 火 *** 社会状況および自然条件調査 

25 11/20 水 *** 社会状況および自然条件調査 

26 11/21 木 *** 社会状況および自然条件調査 

27 11/22 金 *** 社会状況および自然条件調査、移動：JTC→TGS（中野、望月、浅利） 

28 11/23 土 *** 社会状況および自然条件調査、浅利帰国 

29 11/24 日 *** 資料整理 

30 11/25 月 *** 社会状況および自然条件調査、市場調査 
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31 11/26 火 *** 社会状況および自然条件調査、移動：TGS→JTC（中野、望月） 

32 11/27 水 *** 第 7 衛生地域との協議、社会状況および自然条件調査 

33 11/28 木 *** 第 7 衛生地域との協議、社会状況および自然条件調査 

34 11/29 金 *** 第 7 衛生地域との協議、社会状況および自然条件調査 

35 11/30 土 *** 社会状況および自然条件調査 

36 12/1 日 *** 団内打合せ 

37 12/2 月 *** 第 7 衛生地域との協議、調査結果取りまとめ、資料収集 

38 12/3 火 *** 第 7 衛生地域との協議、調査結果取りまとめ、資料収集 

39 12/4 水 *** 調査結果取りまとめ、移動：JTC→TGS（松本、石川、喜納、北島） 

40 12/5 木 *** 調査結果取りまとめ、移動：JTC→TGS（中野） 

41 12/6 金 *** JICA 事務所・日本大使館報告 市場調査、移動：JTC→TGS（望月） 

42 12/7 土 *** 団内打合せ 

43 12/8 日 *** 移動：TGS→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO1117） 資料整理 

44 12/9 月 *** 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ 調査結果取りまとめ、市場調査 

45 12/10 火 ***       →成田（CO007） 第 2 衛生地域視察、市場調査 

46 12/11 水 *** *** 調査結果取りまとめ 

47 12/12 木 *** *** 調査結果取りまとめ 

48 12/13 金 *** *** JICA 事務所・日本大使館報告 

49 12/14 土 *** *** 団内打合せ 

50 12/15 日 *** *** 移動：TGS→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO1117） 

51 12/16 月 *** *** 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ 

52 12/17 火 *** ***       →成田（CO007） 

 

（２）概要説明 

 

調査内容 日

順 

月 

日 
曜 

コンサルタント（松本、喜納、中野、望月） 

1 3/18 火 移動：成田→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO006） 

2 3/19 水 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ﾃｸﾞｼｶﾞﾙﾊﾟ（CO1116）、JICA 事務所打合せ、日本大使館表敬 

3 3/20 木 保健省次官表敬、国際協力庁（SETCO）大臣表敬、保健省および第 7 衛生地域打合せ 

4 3/21 金 保健省および第 7 衛生地域打合せ 

5 3/22 土 団内打合せ 

6 3/23 日 団内打合せ 

7 3/24 月 ﾐﾆｯﾂ署名、日本大使館報告 

8 3/25 火 移動：ﾃｸﾞｼｶﾞﾙﾊﾟ→ﾋｭｰｽﾄﾝ（CO1117） 

9 3/26 水 移動：ﾋｭｰｽﾄﾝ→ 

10 3/27 木        成田（CO007） 
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資料３ 関係者（面会者）リスト 

 

国際開発庁 

 グアダルペ・ウン 第二秘書 

 カスタ・アリシア・メヒナ 管理・交渉長 

 

保健省 

 マヌエル・サンドバル 次官 

 ミルナ・モレノ 統制・環境課長、統制局 

 ノルマ・ピゴアダ 海外援助課長 

 デニス・ボキン 環境衛生調整員 

 イングリッド・ソト 環境衛生 

 

保健省第 7 衛生地域事務所 

 トマス・ゲバラ 局長 

 タニア・オリバラ 環境課長 

 ヘスス・カセレス 基本衛生地域普及員 

 マルガリタ・カリス 県・計画課長 

 フアン・J・アルゲタ 第 3 保健地域長 

 ホセ・H・エベリレ 第 4 保健地域長 

 ナザリオ・サバラ 保健教育普及地域調整員 

 ダビッド・ガルシア 基本衛生調整員／地域 1 

 フェリックス・ロドリゲス 基本衛生調整員／地域 2 

 ロブト・マルティン 基本衛生調整員／地域 3 

 フランシスコ・バネゴ 基本衛生調整員／地域 3 

 マルティン・ラミレス 医療サービス調整員／地域 4 

 エルナン・ルビ 基本衛生調整員／地域 4 

 アントニオ・コルマン 環境保健地域調整員 

 ロへリオ・トゥルシオス 環境保健地域調整員 

 ベルナルド・ボニジョ 地質 

 

中米地方復興プログラム（PRAAC） 

 ハビエル・エストラダ EU PRAAC プロジェクト 

 ポルフィリオ・ディアス・メヒア 再建設部門長 

 

在ホンデュラス日本国大使館 

 竹元 正美 特命全権大使 

 植松 聡 一等書記官 

 



資-5 

 

JICA ホンデュラス事務所 

 高野 剛 所長 

 那須 隆一 副所長 

 平 知子 技術協力長 

 

保健省第 7 衛生地域プロジェクト方式技術協力 

 仲佐 保 チームリーダー 

 土井 正彦 国立国際医療センター 

 岩本 あづさ 小児科医、新生児生理学者、国立国際医療センター 

 マツモト ヒロヒサ 調整員 

 アンドウ ルミコ 助産婦 
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